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高山市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例について 

高山市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例を地方自治法第１１２ 

条及び会議規則第１４条の規定に基づき提出する。 
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提案理由 

地方自治法の改正に伴い改正しようとする。



高山市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例 

高山市議会の議決すべき事件を定める条例（平成２２年高山市条例第２８号）の一部を次のよう 

に改正する。 

改 正 前 改 正 後 

（議決すべき事件） （議決すべき事件） 

第２条 議会の議決すべき事件は、 基本計画 （法 

第２条第４項に規定する基本構想に基づき市 

政の基本的な事項について作成する計画をい 

う。）の策定、変更又は廃止とする。 

第２条 議会の議決すべき事件は、高山市総合 

計画における基本構想及び基本計画の策定、 

変更又は廃止とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。


